
萩市空き家地域活用支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の空き家を地域の交流施設等として１０年以上有  

効に活用する取組（以下「空き家地域交流活動」という。）を行うための改修

工事等を実施する事業（以下「補助対象事業」という。）に対し、予算の範囲

内において萩市空き家地域活用支援事業補助金（以下「補助金」という。）を

交付することについて、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において「空き家」とは、空家等対策の推進に関する特別措

置法（平成２６年法律第１２７号）第２条第１項に規定する空家等に係る建

築物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。  

(1) 市内に存し、補助金の交付を申請する日において、居住の用に供されな

くなった日からおおむね１年を経過していること。 

(2) 床面積の２分の１以上に相当する部分が居住の用に供されていたこと。 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、地域コミュニティの促進を目的とする施設として活

用するために、空き家の改修工事等を行う事業であって、改修後の建物を次

の各号のいずれかの用途に供し、１０年以上継続して活用するものとする。 

(1) 交流施設 

(2) 体験学習施設 

(3) 教育施設 

(4) 創作活動施設 

(5) 文化施設 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める用途の施設 

２ 前項の規定にかかわらず、営利活動（施設の維持管理に必要な範囲内で使

用料等を収受するものを除く。）、政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的と

する事業は、補助対象としない。 

（補助対象となる空き家） 

第４条 補助金の対象となる空き家（以下「補助対象空家」という。）は、次の  

各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 木造であること。 

(2) 補助金の交付決定時において、改修工事に着手していないこと。 

(3) 実績報告の提出期限までに改修工事が完了するものであること。 

(4) 補助対象空家が、土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における



土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条

第１項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。）外に存すること。 

(5) 補助対象となる部位について、この要綱に基づく補助金以外の補助を受

けていない又は受ける予定がないものであること。 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 補助対象空家の所有者として登記事項証明書に記載されている者（未

登記の場合は、所有権を証する書類により確認できる者） 

イ アに規定する者の相続人 

ウ ア又はイに規定する者の同意を得て補助対象空家を借り受け、補助対  

象事業を行う者 

(2) 当該事業について、市又は国の広報等において事例として紹介される

ことに同意できる者（前号ウに該当する場合は、所有者の同意を得てい

ること。） 

(3) 市税を滞納していない者 

(4) 萩市暴力団排除条例(平成２３年萩市条例第２１号)第２条に規定する

暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない

者 

（権利関係者の同意） 

第６条 補助対象者が補助対象空家の所有者等でない場合は、当該事業の実施

について所有者等の同意を得なければならない。 

２ 所有者等が複数いる場合は、その全員の同意を得なければならない。  

３ 共有名義の場合は、共有者全員の同意を得なければならない。  

４ 補助対象空家の存する土地所有者が異なる場合は、当該土地所有者全員の

同意を得なければならない。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第７条 補助対象経費及び補助金額は別表第１のとおりとし、予算の範囲内に

おいて交付する。ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、当該端

数を切り捨てた額とする。 

２ 補助対象空家の改修工事等は、市内に事務所若しくは事業所を有する法人

又は個人事業所により施工されるものに限る。  

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長



が定める期間内に、萩市空き家地域活用支援事業補助金交付申請書（別記第

１号様式）に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図 

(2) 補助対象工事に要する費用の見積書 

(3) 現況写真 

(4) 補助対象空家及びその存する土地が記載された登記全部事項証明書又は

固定資産名寄帳兼課税台帳等、所有権が確認できる書類の写し 

(5) 事業計画書（別記第２号様式） 

(6) 誓約書兼同意書(別記第２号の２様式) 

(7) 所有者等及び申請者が市税の滞納をしていないことが確認できる書類 

(8) 昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物で、耐震改修工事を行わ

ない場合は、建築士事務所に所属する建築士が作成した耐震診断報告書

（上部構造評点のうち最小の値が１．０以上のものに限る。） 

 (9) 申請者が相続人の場合は、相続人であることを証する書類 

 (10) 申請者が法人又は団体の場合は、法人・団体概要書 

(11) その他市長が必要と認める書類等 

（補助金の交付決定等） 

第９条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、交付すべき補助金額を決定し、

萩市空き家地域活用支援事業補助金交付決定通知書（別記第３号様式）によ

り申請者に通知するものとし、補助金の交付決定をしなかったときは、萩市

空き家地域活用支援事業補助金不交付決定通知書（別記第４号様式）により、

申請者へ通知するものとする。 

２ 前項の審査は別表第２に基づき行う。 

３ 市長は、前項の規定による審査の結果、合計点数が３０点以上である空き

家地域交流活動を行う者のうち、得点が高い者から順に予算の範囲内で決

定するものとする。 

４ 前項の場合において同点の者がいる場合は、抽選により決定する。 

５ 市長は、類似した空き家地域交流活動が近接している等、事業の効果が十

分に発揮できないと認めるときは、前２項の規定にかかわらず交付決定を

行わないことができる。 

６ 市長は、第１項の決定に当たり条件を付すことができる。  

（補助対象事業の変更等） 

第１０条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付

決定者」という。）は、補助対象事業若しくは補助対象工事の内容を変更し、



又は中止しようとするときは、速やかに萩市空き家地域活用支援事業補助金

交付決定変更等承認申請書（別記第５号様式）に関係書類を添えて市長に提

出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に該当しない軽

微な変更は提出を省略することができる。  

(1) 補助金交付申請額の変更 

(2) 補助対象事業の変更 

２ 市長は、前項に規定する申請書の内容を承認したときは、補助金の交付の

決定を変更し、又は中止し、萩市空き家地域活用支援事業補助金交付決定変

更等承認通知書（別記第６号様式）により交付決定者に通知するものとする。  

３ 市長は、前項の規定による変更を承認する場合において必要があるときは、

当初の交付決定内容又はこれに付した条件等を変更することができる。  

（交付の条件） 

第１１条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 申請者は、改修事業の完了後、補助対象空家を地域の交流施設等として 

１０年以上有効に活用すること。 

(2) 申請者は、補助対象事業の開始日の翌年度から１０年間、毎年５月末まで

に、前年度の当該補助対象事業の活動状況を記載した萩市空き家地域活用

支援事業活用状況報告書（別記第１３号様式）を、市長に報告すること。 

(3) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を、

事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して１０年間保存する

こと。 

(4) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令を遵守すること。 

空き家地域交流活動のために法令の許認可等が必要な場合は、必要な許    

認可等を得ること。 

(5) 昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物は、第１２条に定める実

績報告までに、建築士事務所に所属する建築士による耐震診断を行い、上

部構造評点のうち最小の値が１．０未満の場合は、最小の値を現状よりも

向上させる耐震改修工事を行うこと。 

(6) 補助対象年度の３月末まで（年度内に開始できない理由がある場合は、 

翌年度の９月末まで）に、空き家地域交流活動を開始すること。 

（完了報告等） 

第１２条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から３０日以内又は当該

年度の２月末日のいずれか早い日（その日が萩市の休日に関する条例（平成

１７年萩市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日に当たるときは、

その翌日）までに、萩市空き家地域活用支援事業補助金完了実績報告書（別



記第７号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

(1) 工事請負契約書の写し 

(2) 工事写真（着工前、工事中及び工事完了後） 

(3) 工事代金領収書又は請求書の写し 

(4) 補助対象空家の使用の開始を証明する書類  

(5) 補助対象工事のうち、耐震改修工事を行った場合は、建築士事務所に所

属する建築士が作成した耐震補強計画計算書、耐震改修設計図、工事監

理及び現場検査の報告書 

(6) その他市長が必要と認める書類等 

（補助金額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、その内

容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、要件に適合していると認め

たときは、補助金の額を確定し、萩市空き家地域活用支援事業補助金額確定

通知書（別記第８号様式）により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１４条 前条の規定による確定通知を受けた交付決定者は、速やかに萩市空

き家地域活用支援事業補助金交付請求書（別記第９号様式）を市長に提出し

なければならない。 

２ 交付決定者が、前項の補助金を請求するに当たり、その受領を、補助対象

工事を施工する建設業者等（以下「施工業者」という。）に委任する場合

は、代理受領委任状（別記第１０号様式）を添えて提出しなければならな

い。 

（補助金の交付） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定

者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。  

（補助金の交付の取消し） 

第１６条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、萩市空き家地域活用支

援事業補助金交付決定取消通知書（別記第１１号様式）により交付決定者に

通知するものとする。 

（1）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 (3) 交付決定に係る補助対象事業の事業期間内に、補助対象空家を第３条に

規定する用途以外の用途に供した場合若しくは除却した場合又は補助対象



事業を廃業したとき。 

(4) その他市長が不適当と認める理由が生じたとき。 

２ 前条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合

において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、その全

部又は一部について返還を命ずるものとする。この場合において、返還を命

ずる補助金の額は、国、県その他関係機関との協議を踏まえ、市長が決定す

るものとする。 

３ 前項の規定に基づき補助金の全部若しくは一部の返還を求めるときは、萩

市空き家地域活用支援事業補助金返還命令書（別記第１２号様式）により当

該交付決定者に通知するものとする。  

（補助金の返還免除）  

第１７条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、

補助対象者等から申出 があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免

除することができる。  

(1) 災害、疾病その他の自己都合によらず、やむを得ない事由があるとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。  

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第７条関係） 

補助対象経費 

市内の空き家を地域の交流施設等として１０年以上有

効に活用するために必要な改修に要する経費（消費税を

除く。） 

対象経費の内容 対象となる改修は、次に掲げるものとする。 

（1）台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事 

（2）電気、ガス、空調、通信等の設備の改修工事 

（3）屋根、外壁等の外装の改修工事 

（4）内壁、床、天井等の内装の改修工事 

（5）耐震改修工事（耐震診断に要する費用含む） 

（6）空家の改修等により生じた廃材等の収集運搬費及

び処分費 

（7）家財の撤去又は廃棄に要する経費 

（8）周囲への安全を確保する上で、空家の改修等及び 

廃材等の処分に付随して行うことが適当であると 

認められる工事等に要する経費 

補助率 ２/３ 

補助限度額 ３００万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第９条関係） 

 審査項目 

（５０点） 
審査ポイント 配点 

１ 
必要性 

（１０点） 

地域のニーズに応じたものであり、申請者の事

業実施が当該地域で必要とされているか。 
５ 

社会的な意義のある事業か。 ５ 

２ 
公益性 

（１０点） 

営利活動を主目的する事業内容ではないか。 ５ 

交流施設等の利用者が限定されず、不特定多数

の住民の利益増進に寄与するものか。 
５ 

３ 
効果 

（１５点） 

活動の内容は、地域の課題の解決、地域コミュ

ニティの維持、再生及び活性化等事業の目的を

達成することが期待できるものか。 

１０ 

事業経費に見合った効果が期待できるか。 ５ 

４ 
継続性 

（１０点） 

活動の内容、財源の確保方法等は、１０年以上

の継続的な活動の実施が可能と見込まれるもの

か。 

５ 

申請者の熱意・やる気が感じられるか。 

※「実施体制」「活動計画」等で審査 
５ 

５ 
独自性 

（５点） 

活動の内容は、新しいアイデアや地域の特性に

応じた独自の視点及び工夫を盛り込んだもの

か。 

５ 

 

 

 

 



別記第１号様式（第８条関係） 

 

萩市空き家地域活用支援事業補助金交付申請書 

                          

 年  月  日 

萩市長 あて 

 

                 申請者 住所 

                     氏名 

                     電話番号 

 

  萩市空き家地域活用支援事業補助金の交付を受けたいので、萩市空き家地

域活用支援事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下記のとおり関

係書類を添えて申請します。 

 記 

補助対象空家の所在地 萩市 

補

助

対

象

空

家

の

状

況 

所有者名  

所有者住所  

種類  

構造  

建物延べ面積 ㎡ 

建築年月日  

改修予定箇所  

工事予定期間 年  月  日 ～ 年  月  日 

補助対象工事に要する費用 円 

補助金申請額 円 



添付書類 ※添付書類に☑のこと 

(1) □位置図 

(2) □補助対象工事に要する費用の見積書 

(3) □現況写真（外観全景及び内部の写真） 

(4) □補助対象空家及びその存する土地が記載された登記全部事項証明書

又は固定資産名寄帳兼課税台帳等、所有権が確認できる書類の写し 

(5) □事業計画書（別記様式第２号） 

(6) □誓約書兼同意書(別記様式２号の２) 

(7) □所有者等及び申請者が市税の滞納をしていないことが確認できる 

書類 

(8) □昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物で、耐震改修工事を  

行わない場合は、建築士事務所に所属する建築士が作成した耐震診断

報告書（上部構造評点のうち最小の値が１．０以上のものに限る。） 

(9) □申請者が相続人の場合は、相続人であることを証する書類 

(10) □申請者が法人又は団体の場合は、法人・団体概要書 

(11) □その他市長が必要と認める書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第８条関係） 

 

事業計画書 

 

１ 実施者名  

２ 活動名  

３ 用途区分 １ 交流施設  ２体験学習施設  ３教育施設   

４ 創作活動施設  ５ 文化施設   

６ その他（            ） 

４ 活動の目的  

５ 具体的な 

活動の内容 

 

６ 活動の効果  

７ 年間 

スケジュール 

※事業の開始までのスケジュール 

８ 収支計画 ※初期整備を除いた年間ベースでの収支計画 

 

９ 運営体制 

 

※活動の実行性及び継続性がある人員体制か 



第２号の２様式（第８条関係） 

 

誓約書兼同意書 

 

  年   月   日 

萩市長 あて 

 

 私は、萩市空き家地域活用支援事業補助金の交付申請にあたり、下記の事項

について該当しないこと及び事実と相違ないことを誓約します。 

また、疑義がある場合は、萩市が萩警察署に情報を提供し、照会することに

同意します。 

 なお、下記の内容に偽りがあることが判明した場合は、交付決定の取消しに

同意するとともに、既に補助金の交付を受けているときは、その全部又は一部

を返還することを誓約します。 

 

記 

 

１ 補助対象空家に共有者（相続人を含む。）がいる場合は、当該補助対象空家

の改修について当該者全員の同意を得るとともに、当該者から異議があった

ときは、責任をもって解決します。 

２ 補助対象空家に所有権以外の権利を有する者がある場合は、当該補助対象

空家の改修について当該者全員の同意を得るとともに、当該者から異議があ

ったときは、責任をもって解決します。 

３ 補助対象空家の所有者と当該空家が存する土地の所有権その他の権利を有

する者が異なる場合は、当該補助対象空家の改修について当該者全員の同意

を得るとともに、当該者から異議があったときは、責任をもって解決します。 

４ 補助対象空家は、居住の用に供されなくなった日からおおむね１年を経過

しています。 

５ 私は、暴力団員でなく、また暴力団又は暴力団員と密接な関係を有してい

ません。 

６ 当該補助金の交付申請にあたり、他の補助金等の交付を受けておらず、今

後も受ける予定はありません。 

             

申請者署名                

 



第３号様式（第９条関係） 

                        第     号 

                    年  月  日 

               様 

 

                  萩市長  

 

萩市空き家地域活用支援事業補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった空き家地域活用支援事業補助金につい

ては、次のとおり決定したので、萩市空き家地域活用支援事業補助金交付要綱

第９条第１項の規定により通知します。 

 

 

１ 補助対象空家の所在地 

２ 補助対象工事費               円 

３ 補助対象経費                円 

４ 補助金の交付決定額  金          円 

５ 交付条件 

(1) この補助金は、萩市空き家地域活用支援事業補助金交付要綱に基づくもので、この

目的以外に使用しないこと。 

(2) 次のアからウまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受

けること。 

   ア 内容を変更するとき（市長が認める軽微な変更の場合を除く。）。 

   イ 中止するとき。 

   ウ 予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったとき。 

(3) 補助対象工事が完了したときは、完了の日から３０日以内又は２月末日のいずれか

早い日までに、萩市空き家地域活用支援事業補助金完了実績報告書（別記第７号様式）

を提出すること。 

(4) 市長が必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象

工事の執行状況について実地検査をすることがあること。 

(5) 萩市空き家地域活用支援事業補助金交付要綱の規定に違反した場合は、交付の決定

を取り消すことがあること。 

(6) 補助金交付額は、補助対象経費の確定により変更する場合があること。 

 



第４号様式（第９条関係） 

                         第     号 

                         年  月  日 

 

               様 

 

                  萩市長  

 

 

萩市空き家地域活用支援事業補助金不交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで交付申請のあった萩市空き家地域活用支援事業

補助金の交付については、不交付の決定をしたので、萩市空き家地域活用支援

事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により通知します。 

 

 

１ 申請年月日     年  月  日 

 

２ 不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第１０条関係） 

 

萩市空き家地域活用支援事業補助金交付決定変更等承認申請書 

 

                          年  月  日 

萩市長 あて 

 

               交付決定者 住所 

                     氏名 

                     電話番号 

 

    年  月  日付け  第   号により萩市空き家地域活用支援事

業補助金の交付決定を受けた補助対象工事について、次のとおりその内容を（変

更・中止）したいので、萩市空き家地域活用支援事業補助金交付要綱第１０条

第１項の規定により申請します。 

 

申請内容 □変更  □中止 

補助対象空家の 

所在地 

萩市 

（変更・中止）年月日       年  月  日 

（変更・中止）の理由  
 

 

変更の内容 

（※変更の場合のみ） 

 

 

補助対象経費 
変更前 

円 

変更後 

円 

補助金交付申請額 
変更前 

円 

変更後 

円 

※関係書類（変更の場合のみ添付） 

 １ 変更内容及び変更箇所が確認できる書類  

 ２ 変更見積書の写し（内訳を含む。）  

 ３ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

 

 



第６号様式（第１０条関係） 

                        第     号 

                    年  月  日 

               様 

 

                   萩市長  

 

萩市空き家地域活用支援事業補助金交付決定変更等承認(不承認)通知書 

 

 年  月  日付けで申請のあった、萩市空き家地域活用支援事業補

助金事業変更については、萩市空き家地域活用支援事業補助金交付要綱第１０

条第２項の規定により、下記のとおり決定したので通知します。 

  

  

１．決定内容 

□補助事業変更(中止)について、承認することを決定します。 

 

    既交付決定金額                円 

    変更交付決定金額               円 

    (変更理由) 

 

 

 

 □次の理由により、補助事業の変更(中止)をすることはできません。 

    (理由) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１２条関係） 

 

萩市空き家地域活用支援事業補助金完了実績報告書 

 

                          年  月  日 

 

萩市長 あて 

               交付決定者 住所 

                     氏名 

                     電話番号 

 

 

    年  月  日付け  第   号により萩市空き家地域活用支援事

業補助金の交付決定を受けた補助対象工事について、萩市空き家地域活用支援

事業補助金要綱第１２条第１項の規定により、関係書類を添えて実績報告をし

ます。 

なお、この報告書及び添付書類の記載内容は事実に相違ないことを誓約しま

す。 

補助対象経費           円 

補助金交付決定額           円 

補助金精算額           円 

補助対象工事期間 
着手年月日     年  月  日 

完了年月日     年  月  日 

添付書類 ※添付書類に☑のこと 

(1) □工事請負契約書の写し 

(2) □工事写真（着工前、工事中及び工事完了後） 

(3) □工事代金領収書又は請求書の写し 

(4) □補助対象空き家の使用の開始を証明する書類  

(5) □補助対象工事のうち、耐震改修工事を行った場合は、建築士事務所に

所属する建築士が作成した耐震補強計画計算書、耐震改修設計図、工

事監理及び現場検査の報告書 

(6) □その他市長が必要と認める書類等 

 

 

 



第８号様式（第１３条関係） 

                        第     号 

                    年  月  日 

               様 

 

                    萩市長  

 

萩市空き家地域活用支援事業補助金額確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった萩市空き家地域活用支援事業補助

金について、下記のとおり額の確定を行いましたので、萩市空き家地域活用支

援事業補助金交付要綱第１３条第 1 項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助金確定額                  円 

 

 

備考 

(1) 萩市空き家地域活用支援事業補助金交付要綱を遵守すること。 

(2) この要綱の規定に違反した場合、補助金の使途が適正でない場合は、

この決定の取消しにより、市長の求めに応じ交付した補助金の全部又は

一部を返還すること。 

(3) この事業について、市長が必要と認めるときは、当該職員に書類等の

検査をさせ、又は補助対象工事の執行状況について実地検査をすること

があること。 

(4) 本通知受理後、速やかに市長に請求書を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１４条関係） 

 

萩市空き家地域活用支援事業補助金交付請求書 

 

                          年  月  日 

 

萩市長 あて 

               交付決定者 住所 

                     氏名 

                     電話番号 

 

    年  月  日付け  第   号により交付確定の通知のありまし

た萩市空き家地域活用支援事業補助金について、萩市空き家地域活用支援事業

補助金交付要綱第１４条第１項の規定により請求します。 

 

 

請求金額                  円 

 

 

 

【振込先】 

金 融 機 関 名 支 店 名 

  

預金種別 普通 ・ 総合 ・ 当座 ・ 貯蓄 

口座番号  

※ フリガナ                         

口座名義人  

※口座名義人は申請者と同人としてください。  

※補助金の受領を施工業者へ委任される場合、振込先の記入は必要ありません。 

 

 

 

 

 



第１０号様式（第１４条関係） 

代 理 受 領 委 任 状 

 

               受任者（施工業者） 

                所在地 

                名 称 

                代表者氏名 

 

 上記の者を代理人と定め、萩市空き家地域活用支援事業補助金交付要綱第 

１４条第２項の規定による補助金の受領に関する一切の権限を委任します。  

 

               委任者（交付決定者） 

                住 所 

                氏 名 

                          （自署又は記名押印）  

口座振込申出書 

年   月   日 

  萩市会計管理者 あて 

              申出者（受任者） 

               所在地 

               名 称 

               代表者名 

 

 上記萩市空き家地域活用支援事業補助金の受領については、下記金融機関の

私の口座に振り込んでください。 

金 融 機 関 名 支 店 名 

  

預金種別 普通 ・ 総合 ・ 当座 ・ 貯蓄 

口座番号  

※ フリガナ                         

口座名義人  

※口座名義人のフリガナは、必ず記入してください。  

注）受任者と口座振替申出者は、必ず同一となります。  



第１１号様式（第１６条関係） 

                       第     号 

                    年  月  日 

               様 
 

                  萩市長 

 

萩市空き家地域活用支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

年  月  日付け 第  号で交付決定した萩市空き家地域活用支援

事業補助金については、下記のとおり交付決定を取り消しましたので、萩市空

き家地域活用支援事業補助金交付要綱第１６条第 1 項の規定により通知します。 

 
 

１ 取消理由 

□ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたため 
 

□ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したため 
 

□ その他市長が不適当と認める理由が生じたため 

（理由                            ） 

 

２ 取り消す交付決定の内容 

  交付決定年月日    年  月  日    第   号 
 

  既交付決定額                  円 
 

  既交付額                    円 
 

  取消金額                    円 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式（第１６条関係） 

                        第     号 

                    年  月  日 

               様 
 

                  萩市長 

 

萩市空き家地域活用支援事業補助金返還命令書 

 

年  月  日付け 第  号で交付確定した萩市空き家地域活用支援事

業補助金について、萩市空き家地域活用支援事業補助金交付要綱第１６条第３

項の規定により返還請求します。 

 

 

１ 返還金額 

                      円 

 

２ 返還期限         

年   月   日 

 

３ 返還方法 

 

 

４ 返還理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１３号様式（第１１条関係） 

 

萩市空き家地域活用支援事業活動状況報告書 

 

                          年  月  日 

 

萩市長 あて 

               交付決定者 住所 

                     氏名 

                     電話番号 

 

 萩市空き家地域活用支援事業補助金交付要綱第１１条第１項第２号の規定に

基づき、空き家地域交流活動の状況について下記のとおり報告します。  

 

記 

 

１ 補助金交付を受けた年度         年度 

 

２ 事業状況の報告内容      

項 目 内 容 

報告年度 年度（   年目） 

活動内容  

収支決算  

活動の効果  

その他 

 

 


